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 インドネシアでは未だに州別の最低賃金は「あくまでも目安の数字」・「最低賃金を守っている企

業は一部に限られている」など、年々上昇を続けている最低賃金は厳守しないでも良いのではない

かという雰囲気が一部である様です。しかしながら、最低賃金を下回る賃金設定を行う事はもちろ

んお勧めしません。また、日系企業は最低賃金を守り、給与設定や雇用条件を締結しているため、

一度設定した水準を大幅に調整・変更すること自体は容易なことではありません。実際、多くの製

造工場が集まるブカシ県やカラワン市における工業団地エリアでは、これまでに労働者が行ったデ

モの影響から最低賃金プラスアルファでの賃金設定がされており、西ジャワ州の約 2 倍となってい

ます。 

 

 最低賃金の決定方法については、今後も引き続き議論が続くものとされています。従って、今後

も最新情報をキャッチし、給与設定はもちろん、昇給額の決定や人材の採用時期の検討、福利厚生

等の整備を行うなど、引き続き注意を払いながら進める必要がありそうです。 
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所在地：Rukan Tanjung Mas Raya Blok B-1 No. 46 
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     Jakarta Selatan 12530 INDONESIA 

デスク担当者：PT.JC 武井 和宏（たけい かずひろ） 
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※「岡山県インドネシアビジネスサポートデスク」では、岡山県内に事業所を有する企業や経済団体等

のインドネシアでの事業展開を支援しています（岡山県から公益社団法人 日本インドネシア経済協

力事業協会に業務を委託）。ご利用に当たっては、「岡山県インドネシアビジネスサポートデスク」利

用の手引きをご覧のうえ、岡山県産業企画課マーケティング推進室（電話 086-226-7365）までご相談

ください。 

 

※本レポートは岡山県内企業のインドネシアでの事業展開の一助とするため作成されたものであり、サ

ポート対象に該当しない個別のお問い合わせには対応しておりません。 


